
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和３年３月２６日（金）  開会 午後 ３時００分  

閉会 午後 ３時４５分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長職務代理 金澤 敬治 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  井川 洋二  ３番委員   天羽 俊文 ４番委員  野口 俊廣 

  ５番委員   大貝 美治  ６番委員   金澤 敬治  ７番委員  原田 和彦 

 ８番委員  久米 裕純   ９番委員  川人 泰博 10番委員  佐々木永薫 

 11番委員  板東美佐緒  12番委員  品山 昌美 13番委員  植田美惠子 

 14番委員  廣瀬 長市  15番委員  細川 勝義 16番委員  谷川 興一 

 17番委員  鎌田 良昭  18番委員  政岡  茂 19番委員  市岡 沙織 

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

   ３番委員 佐野 泰弘  6番委員  桑野 欣伸  9番委員  増井 孝重 

１０番委員  安渕 和子  １７番委員 多田   孝  １８番委員 朝田 三郎 

５ 欠席者 ＜農業委員＞        ２番委員  岸本  昇 

＜農地利用最適化推進委員＞ ４番委員 宮本 隆美 12番委員   森  政雄  

16番委員 浦川 昌夫 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事 農地関係議案 

付議案件 

  第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

 第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

 第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第４号議案   非農地証明願の審議について 

 第５号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

 第６号議案  農用地利用集積計画の承認について 

報告事項 

(1)農地関係報告事項                          

  １．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第４条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

３．農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用の届出について 

４．農地法第５第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

５．農地法第１８条第６項の処理について 

６．農地の転用制限の例外（法第４条）による届出について 

 ７．農地であることの証明について 

 ８．転用届出の取消について（５条届出 
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令和３年3月 徳島市農業委員会 定例総会 議事録 

（開会 午後３時00分） 

事務局 

 

 

議長 
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議長 

 

 

 

 

それでは、定例総会を始めさせていただきます。本日の議長は会長職務代理者の金

澤委員が務めることとなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和３年３月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会は、

農業委員１９名のうち半数を超える１８名が出席しており、会議が成立しておりま

す。欠席の届出がありました委員は、議席番号２番、岸本昇委員です。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定によ

り、議長が指名します。議席番号１１番 板東美佐緒委員と、議席番号１番 井川洋二

委員の両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について御

説明します。議案書１ページを御覧下さい。全ての申請について法定の添付書類は整

っております。 

農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられないと思

われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への支

障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。 

なお、許可の適否にあたり、不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき

事項のある案件については、個別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ、療養・その他生活資金のための売買で、農地２筆の

所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１５４ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲や季節野菜の栽培を行うとのことです。 

２番は、譲渡人と譲受人との間で、営農型発電設備用のため賃貸借によって地上権

を設定しようとするものです。設定期間は許可日から３年間です。 

 許可後はドクダミの栽培を行うとのことです。 

 ２番は同時に５条許可申請が出ております。５条許可が許可されない場合は、３条

許可も行うことができません。また、許可日も5条許可と同日になります。 

３番は、譲渡人から譲受人へ、農業廃止による売買で、農地１筆の所有権が移転さ

れるものです。譲受人の耕作面積は許可後７７ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、経営移譲のため、農地５筆に使用貸借権を設定する

ものです。譲受人の耕作面積は許可後５４ａに至り、譲受人は対象地において、水稲

の栽培を行うとのことです。４番案件は新規就農のため、地区審査を実施しました。 

５番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地１筆の所有権

が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後２０４ａに至り、譲受人は対象地

において、牧草の栽培を行うとのことです。 

第１号議案は以上５件で、対象地は、田１,９６５㎡、畑５,８３６．５８㎡、 計

７,８０１．５８㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、４番案件の新規就農面談に参加していただいた、南井上地区の鎌田委員

さん、新規就農計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 
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議長 

      

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

３月１６日の午前１０時から４番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報

告します。 

参加者は多田推進委員さんと私の委員２名と、譲受人側１名、事務局２名の５名で

す。賃借人はこの度、申請地で水稲の栽培を始めることを計画しております。現在は、

教員の傍ら、週末や長期の休みを利用し、父が所有する農地で、水稲の手伝いをしな

がら、農業のノウハウを学んでいます。 

この度、親戚にあたる賃貸人が、高齢に伴い、徐々に経営縮小をする意向のため、

これを借り受け、父親に手伝ってもらいながら、農業に取り組んでいくことにしたそ

うです。 

農機具に関しては、賃貸人から借り受けるなど、農機具の保有状況や就農計画等に

問題はないように思われます。退職後は、葉物栽培にも取り組んでいきたいとのこと

です。 

結論として、今回の三条許可については、就農計画等に問題はなく、南井上地区の

委員は一致して、問題ないのではないかとの心証を持ちました。 

報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは御発言が無いようですので、採決いたします。第１号議案の農地法第３条

の規定による許可申請は、１番と、３番～５番を許可し、２番案件は５条許可の審議

の結果に合わせることに異議はございませんか。 

 

  異議なし。 

 

異議がないということですので、第１号議案については１番と、３番～５番を許可

し、２番案件は５条許可の審議の結果に合わせることに決定いたしました。 

続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規程による許可申請の審議について御説明し

ます。議案書３ページを御覧下さい。まず、本申請について法定の添付書類は整って

います。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、申請人は、

所有する農地を、農業用資材置場に転用するものです。また、本件は、申請地の一部

を埋め立てており、農地法の手続きをとらなかったことを反省する旨の始末書の提出

があります。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準におい

ても、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、駐車場・資材

置場に該当するため、太陽光設備認定をとっていないことを確認済です。 

第２号議案は以上１件のみで、田のみ４７９㎡です。転用目的の内訳は、駐車場・

資材置場４７９㎡です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、発言が無いようですので、採決いたします。第２号議案の農地法第４条

の規定による許可申請は、本案件を許可することに異議はございませんか。 
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異議なし。 

 

異議がないということですので、第２号議案については本案件を許可することに決

定いたしました。 

 続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始しま

す。それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規程による許可申請の審議について御説明し

ます。議案書４ページからを、御覧下さい。まず、全ての申請について法定の添付書

類は整っています。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、農業用資材置場への進入路に転用するものです。また、申

請地は既に転用行為が行われており、農地法の手続きをとらなかったことを反省する

旨の始末書の提出があります。 

２番と３番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請地は、

公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、近隣で中古車販

売業を営んでおり、使用貸借権を設定し、露天車両置場に転用するものです。 

４番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、病院及び介護老人保健施設を経営しており、所有権を移転し、施設利用者のリハ

ビリのためのグラウンドに転用するものです。また、申請地には、転用行為に着手し

ている部分があるため、農地法の手続きをとらなかったことを反省する旨の始末書の

提出があります。 

５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。また、現地調査時に、

一部を駐車場として利用していることが明らかになったため、農地法の手続きをとら

なかったことを反省する旨の始末書の提出を求め、それを受理しています。 

６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、不動産業を営んでおり、所有権を移転し、露天貸資材置場に転用するものです。

こちらの案件は、“貸“がつく転用目的ですが、令和２年６月に除外申請されており、

令和２年１２月に広告されています。 

８番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、動物病院を経営しており、所有権を移転し、露天駐車場に転用するものです。 

９番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、介護保険法に基づく居宅サービス等の事業を営んでおり、所有権を移転し、社会

福祉施設に転用するものです。 

１０番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、露天資材置場への進入路に転用するものです。また、申請地

は既に転用行為が行われており、農地法の手続きをとらなかったことを反省する旨の

始末書の提出があります。 

１１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、解体工事業を営んでおり、所有権を移転し、露天駐車場及び露天資材置場及び

道路に転用するものです。 

１２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 
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議長 

 

１３番と１４番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請

地は、１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にあり、第１種農地に該当します。

譲受人は、賃貸借権を設定し、営農型太陽光発電施設として一時転用するものです。

栽培する作物はどくだみであり、営農者は県西部でどくだみの栽培歴があり、３年後

の許可更新時に必要な要件となっている地域の平均的な単収のおおむね８割以上の

収量を確保している実績があります。 

１５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、世帯分離住宅に転用するものです。 

１６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、中古車販売業を営んでおり、賃貸借権を設定し、露天車両置場に転用するもの

です。 

１７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、世帯分離住宅に転用するものです。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準および一般基準にお

いても、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、資材置場と

なっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済であり、転

用規模が大規模である７番、９番、１１番案件、そして農地区分が１種である１３番

と１４番案件については地区審査を実施しました。 

第３号議案は、全１７件で、地目は、田が４，４８０．３５㎡、畑が 

３，５８７．２５㎡で、合計、８，０６７．６０㎡です。転用目的の内訳は、住宅

用地１，９６０㎡、駐車場・資材置場３，６９８㎡、その他施設用地 

２，４０９．６０㎡です。 

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、複数の案件で地区審査を行ったということですの

で、まず、実際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

  それでは、７番案件の地区審査に参加していただいた、勝占地区の天羽委員さん、

転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

先月１７日、午後３時より、７番案件で地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は、野口委員、佐野推進委員、宮本推進委員と私の委員４名、転用者側は２名、

事務局２名です。申請対象の農地は、徳島市大松小学校の西側に道路を挟んで隣接し、

第２種農地に区分されるとのことです。 

今回の申請について、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転して、露天貸資

材置場に転用しようとするものです。申請地は小学校の近隣であり、資材の搬入出)

のための車両は小型車を利用し、通学時間を避けた限られた時間帯に搬入出する等、

事業計画書には、通行人や児童の安全に十分配慮する旨(むね)が謳われています。造

成については、境界線内側に平地を設け、周囲に堤防を作り、資材置場部分に敷き詰

め、砕石が流出しないよう施工するとのことです。排水については、敷地内に排水(は

いすい)施設を設け、地下浸透と併せて処理する計画です。また、地元の土地改良区

からは排水同意書及び意見書が提出されています。 

結論として、今回の申請について、農地法上で許可となる条件を満たしており、勝

占地区の委員は、一致して、許可やむを得ないと判断しました。 

報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして９番案件の地区審査に参加していただいた、

沖洲地区の桑野推進委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでし
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谷川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

たでしょうか。 

 

先月１７日の午前９時半から９番案件の地区審査を実施しましたので、報告しま

す。参加者は、金澤委員と私、転用者側２名、事務局２名の６名です。 

申請対象の農地は、徳島市中央卸市場から南へ約１ｋｍに位置しており、第２種農地

に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を

移転して、社会福祉施設に転用しようとするものです。土地の造成については、西側

を除く 3 方を土留コンクリート壁で囲い、土砂の流出が無いように盛土し、申請施

設の建築等を進めていく計画です。 

また、汚水排水については、合併浄化槽を設置し、雨水排水については、最終桝(ま

す)に泥留めを設けて、土砂の流出を防ぐ計画であり、地元水利組合からの排水同意

書と、土地改良区は管轄外であるため上申書が提出されているとのことです。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺の農地に対する被害防除措置についても問題はないと思われますので、沖

洲地区の委員は、問題なしと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして１１番案件の地区審査に参加していただい

た、上八万地区の安渕推進委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいか

がでしたでしょうか。 

 

今月１８日の午後２時から１１番案件の地区審査を実施しましたので、報告しま

す。参加者は、川人会長と私の委員２名、転用者側２名、事務局２名の６名です。 

申請対象の農地は、上八万中学校から南東へ約１．５ｋｍに位置しており、第２種

農地に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有

権を移転して、「露天駐車場」及び「露天資材置場」及び「道路」に転用しようとす

るものです。造成については、出入りに利用する東側に隣接する国道沿いから、西側

に緩やかな傾斜を設けるように、盛土や砕石等を利用して高さを上げる計画です。排

水については、地下浸透を主とし、造成した傾斜を利用して、西側に排水する計画で

あり、地元水利組合からの排水同意書と、土地改良区は管轄外であるため上申書が提

出されているとのことです。結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で

許可となる条件を満たしており、周辺農地に対する被害防除措置についても問題無

く、この度の地区審査に参加した上八万地区の委員は一致して、問題なしと判断しま

した。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして１３番と１４番案件の地区審査に参加してい

ただいた、国府地区の谷川委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいか

がでしたでしょうか。 

 

今月１８日に１３番と１４番案件で地区審査を実施しましたので報告します。参加

者は浦川推進委員と私の委員２名、事務局２名と転用者側が１名になります。 

申請地の位置は、国府小学校から南へ約６００メートルにあり、１種農地に区分さ

れるとのことです。転用目的は、２件とも営農型太陽光発電施設であり、「どくだみ」

を栽培します。譲受人はソーラーシェアリング事業を全国的に展開しており、パネル

の高さは２メートルで、周囲にはフェンスを設置し、隣接する農地に影響が出ないよ

うに設置する計画です。譲渡人は、すでに県西部の営農型太陽光発電施設において「ど

くだみ」を２年以上栽培しており、収量についても８０％以上の実績があり、出荷後

の加工・販売についても具体的な計画が提出されています。 
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結論として今回の転用許可申請については、農地法上での許可条件を満たしてお

り、周辺農地に対する被害防除措置についても、問題なく、国府地区の委員として、

問題は無いと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質 

問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので、採決いたします。第３号議案の農地法第５

条の規定による許可申請は、１３番と１４番を許可相当として県に諮問し、残りの１

５件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第３号議案については１３番と１４番を許可相当

として県に諮問し、残りの１５件を許可することに決定いたしました。続きまして、

第４号議案 非農地証明の審議について、を開始します。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、非農地証明願の審議について御説明いたします。議案書７ペ

ージを御覧下さい。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。対象

地は、２０年以上前に倉庫として建築され、現在も倉庫として利用されています。 

農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資料としましては、

平成８年４月１３日撮影の航空写真があり、現地が非農地化していることを現地調査

でも確認しております。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。対象

地は、２０年以上前に宅地への進入路及び市道と一体化しており、現在も道として利

用されています。農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資

料としましては、平成１１年５月３０日撮影の航空写真があり、現地が非農地化して

いることを現地調査でも確認しております 

第４号議案は以上２件で、対象地は田２４５㎡、畑５７．２㎡で合計３０２．２㎡で

す。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので、 採決いたします。第４号議案の非農地証

明の審議については、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。続きまして、次の議案の審議に移ります。 

第５号議案「相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について」を開

始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第５号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議につい

て御説明します。議案書８ページを御覧下さい。  
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１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。２番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受

けていたものです。 

対象地の一部が不耕作地、または駐車場となっていますが、その他の対象地は全て、

納税猶予申告時と同じく農地として利用されております。  

第５号議案は以上２件で、税務署あてに報告しようとするものです。 

対象地の面積は、田●●●㎡、畑●●●㎡で、計●●●㎡です。 

御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので、採決いたします。第５号議案の相続税の免

除予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議

はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第５号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。それでは、次の審議に移ります。 

第６号議案、農用地利用集積計画の承認についての審議を開始します。なお、本号

の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含まれております。農業委員会法第３１

条に定める、議事参与の制限の規定に基づき、野口俊廣委員と私、金澤が退席いたし

ます。そのため、第６号議案につきましては、議長を川人会長にお願いいたします。 

また、審議終了後に、入室・着席をさせていただきます。 

 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第６号議案、農用地利用集積計画の承認について御説明します。議案書９

ページを御覧下さい。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

に定める、利用権設定に関する要件はすべて満たしていると思われます。 

今月は新規設定が１２件、再設定が６１件で合計７３件となっており、そのうち、

賃貸借権が５０件、使用貸借権が２３件となっております。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番～５番が多家良地区・８筆・５件、

６番～１５番が勝占地区・２７筆・１０件、１６番が八万地区・１０筆・１件、１７

番が渭東・沖洲地区・１筆・１件、１８番～２４番が上八万地区・１２筆・７件、２

５番が入田地区・３筆・１件、２６番～２８番が不動地区・１２筆・３件、２９番～

３４番が応神地区・８筆・６件、３５番～４６番が川内地区・２５筆・１２件、４７

番～５９番が国府地区・２４筆・１３件、６０番が南井上地区・１筆１件、６１番～

７３番まで北井上地区・２３筆・１３件となっております。なお、５７番案件は利用

権を受ける者が、新規就農であったため、新規就農面談を実施しました。利用権設定

については以上で、田９０筆・９８，０３４．４８㎡、畑６４筆 

７１，４９０㎡の合計１５４筆・１６９，５２４．４８㎡となります。 

続きまして、所有権移転について御説明します。議案書１９ページを御覧下さい。

本案件は、譲渡人から譲受人へ売買により所有権が移転されるものです。耕作労力・

農機具の保有状況等に問題は見受けられず、周辺への支障・影響を生ずる要因も特に

見受けられません。 

１番の譲受人の耕作面積は、取得後２８９ａに至るものであり、取得後には対象地
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において牧草の栽培を行うとのことです。所有権移転については以上１件で田２筆・

３，１１２㎡、・畑４筆・５，３８９㎡合計６筆・８，５０１㎡となります。 

第６号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。 

御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、５７番案件の新規就農面談に参加していただいた国府地区の谷川委員さ

ん、新規就農計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

２月１９日の午後３時から、５７番の案件で新規就農面談を実施いたしましたので

報告します。参加者は浦川推進委員さんと私の委員２名と、借受人１名、事務局１名

の４名です。借受人は、公務員ですが、祖母が農業をしており、祖母が高齢になって

きたため、家族と野菜栽培の手伝いをしながら農業を学んできました。このたび利用

権で農地を借りることを希望しています。対象地は国府町矢野で、借受人の住所は春

日１丁目にあり離れていますが、現在も国府町にある実家で農業を手伝っており、の

ちに国府町に居住を移す予定です。借りる土地ではオクラ・ほうれん草の栽培をした

いと考えており、出荷先は、日曜市やネット販売を予定しています。 

また、農機具も祖母より借り受け家族と営農し、農業労働力・農機具の保有状況等に

ついても問題ないように思われます。 

 今後は指導の下、経験を積み、農業技術の向上をはかり、経営面積の拡大を目指し

ていくことを計画しており、地域の農業の新たな担い手として、期待しています。 

結論として、今回の利用権の設定については、農機具の保有状況、就農計画等に問

題はなく、利用権を設定する要件をすべて満たしているので、国府地区の委員は一致

して、問題ないのではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願

いします。 

 

ありがとうございました。地区就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので、採決いたします。第６号議案の農用地利用

集積計画の承認については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちくださ

い。 

 

以上で付議案件の審議を終了します。 

引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

それでは報告事項について説明します。 

議案書２０ぺージを御覧下さい。１番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づく

権利取得の届出についてです。３件受理しました。 

２１ぺージを御覧下さい。２番は、農地法第４条第１項の規定に基づく許可の決定

及び指令書の交付についてです。１件交付しました。 
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議長 

２２ぺージを御覧下さい。３番は、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転

用の届出についてです。５件受理しました。 

２３ぺージを御覧下さい。４番は、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転

用の届出についてです。５件受理しました。 

２４ページを御覧下さい。５番は、農地法第１８条第６項の処理についてです。２

件受理しました。 

２５ページを御覧下さい。６番は農地の転用制限の例外（農地法第４条）による届

出についてです。２件受理しました。 

２６ページを御覧下さい。７番は農地であることの証明についてです。２７ページ

に渡り４件受理しました。 

２８ページを御覧下さい。８番は５条転用届出の取消についてです。１件取消しま

した。報告事項については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和３年３月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


